
 
 

令和 8 年２月１８日 

国土交通省関東地方整備局 

首都国道事務所 

 

国道 14 号亀戸小松川立体 令和 8 年 3 月 28 日(土)から 6 車線運用開始 

～小松川警察署から東小松川交差点間 延長３８０ｍ～ 

 

国道１４号亀戸小松川立体の江戸川区松島１丁目から中央１丁目間の延長３８０ｍにおい

て拡幅工事を行ってまいりましたが、令和８年３月２８日（土）から昼間は６車線運用を開

始することとなりましたのでお知らせします。 

 

１．概  要 

亀戸小松川立体は、国道１４号の江東区亀戸９丁目から江戸川区大杉１丁目までの交通混雑

の緩和、交通安全の確保、沿道環境の改善を目的とした道路拡幅等を行う事業であり、順次、

６車線化の整備を進めています。 

 今回、江戸川区松島１丁目から中央１丁目間（小松川警察署から東小松川交差点間）において、

４車線から６車線となることから交通渋滞の緩和や交通事故の減少が期待されます。 

引き続き、中央分離帯等の工事を夜間に実施しますので、ご迷惑をお掛けしますが、ご理解 

ご協力のほどお願いいたします。 
 

２．運用開始日 

令和８年３月２８日（土） 

 ※運用開始時刻及び運用開始以降の工事進捗については、首都国道事務所ホームページや 

Ｘ（旧 Twitter）にてお知らせします。 
 

３．運用区間 

 別紙１のとおり 

＜発表記者クラブ＞ 竹芝記者クラブ 神奈川建設記者会 都庁記者クラブ 千葉県政記者会 

市川市政記者クラブ 松戸記者クラブ 

＜問い合わせ先＞  

関東地方整備局 首都国道事務所 

電話：０４７－３６２－４１１１（代表） メールアドレス： ktr-syuto-koho@mlit.go.jp 

副所長 小田桐（おだぎり） （内線：２０５） 

計画課長 外山（とやま）  （内線：２６１） 
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〇国道１４号亀戸小松川立体【江戸川区松島１丁目から中央１丁目間
（小松川警察署から東小松川交差点間）】が６車線運用を開始します。
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N【中央分離帯整備後】
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引き続き、夜間に車線規制のうえ
中央分離帯整備・歩道舗装・車道舗装を実施します

:車道拡幅箇所

:中央分離帯整備箇所
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